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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
  上側カプセル部および下側カプセル部から構成されるカプセルに充填するための装置で
あって、複数のカプセルホルダ（２２）がその円周上に設けられたコンベヤホイール（２
０）であって、前記カプセルホルダ（２２）のそれぞれが、１つのカプセルホルダ（２２
）ごとに複数のカプセル収容部を有する、コンベヤホイール（２０）を備え、さらに、前
記コンベヤホイール（２０）が循環式にそれによって回転され得るコンベヤホイールドラ
イブであって、前記コンベヤホイールが、停止時間および移動時間を交互に通過し、それ
により、前記カプセルホルダ（２２）が、搬送通路に沿って循環式に移動する、コンベヤ
ホイールドライブを備え、また、前記搬送通路に沿って配設された複数のプロセスステー
ションであって、充填されるカプセルを前記カプセル収容部に供給するための少なくとも
１つの供給ステーションと、前記上側カプセル部を前記下側カプセル部から切り離すこと
によって、充填される前記カプセルを開封するための少なくとも１つの開封ステーション
と、中に充填される材料を前記下側カプセル部に充填するための少なくとも１つの充填ス
テーションと、前記上側カプセル部を前記下側カプセル部に連結することによって、前記
充填されたカプセルを閉鎖するための少なくとも１つの閉鎖ステーションと、前記充填さ
れたカプセルを排出するための少なくとも１つの排出ステーションとを備える、プロセス
ステーションを備える、装置において、
・前記コンベヤホイールの停止時間と移動時間の間の比が、前記コンベヤホイールドライ
ブによって可変式に調整可能であり、
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・前記プロセスステーションの少なくとも１つが、その作動のための、前記コンベヤホイ
ールドライブから独立して制御され得る少なくとも１つの別個のドライブを有し、
・制御装置であって、前記コンベヤホイールの停止時間と移動時間の間の比の可変の調整
のために前記コンベヤホイールドライブを制御するように構成され、ならびに前記少なく
とも前記１つの別個のドライブを有する前記プロセスステーションの少なくとも１つのド
ライブ速度およびストロークを、前記コンベヤホイールドライブから独立して制御するよ
うに構成される、制御装置が設けられ、
・前記制御装置が前記カプセルに充填することに関連する生産パラメータにおける変化の
発生時、コンベヤホイールの停止時間と移動時間の間の比の少なくとも１つを変更するた
めに構成され、また、少なくとも１つの前記ドライブ速度および少なくとも１つのプロセ
スステーションの前記ストロークを変更するために構成され、カプセルに充填することに
関連する生産パラメータの複数セットが前記制御装置のメモリー内に記憶され、前記制御
装置が生産パラメータの１セットを選択した後、前記コンべイヤホイールの停止時間と移
動時間の少なくとも１つの比および少なくとも１つのプロセスステーションの前記ドライ
ブ速度と前記ストロークを変更することを特徴とする、装置。
【請求項２】
　複数のプロセスステーションの各々が、少なくとも１つの別個のドライブを有し、前記
制御装置が、前記コンベヤホイールの停止時間と移動時間の間の比を可変式に設定するた
めに前記コンベヤホイールドライブを制御するように構成され、さらに前記複数のプロセ
スステーションの各々のドライブ速度およびストロークの少なくとも一方を、前記コンベ
ヤホイールドライブから独立して制御するように構成されることを特徴とする、請求項１
に記載の装置。
 
【請求項３】
  前記コンベヤホイールドライブが、ギア機構によって、前記コンベヤホイール（２０）
を回転させるように駆動するサーボモータを備えるサーボドライブであることを特徴とす
る、請求項１または２の一項に記載の装置。
【請求項４】
  前記コンベヤホイールドライブが、ダイレクトドライブであることを特徴とする、請求
項１から３の一項に記載の装置。
【請求項５】
  前記プロセスステーションの前記ドライブが、サーボドライブ、ダイレクトドライブ、
および線形ドライブの群からのドライブであることを特徴とする、請求項１から４の一項
に記載の装置。
【請求項６】
  少なくとも１つの排出ステーションが、良好なカプセルを不良カプセルから分離するた
めの装置を備えることを特徴とする、請求項１から５の一項に記載の装置。
【請求項７】
  前記カプセルに充填することに関連する前記生産パラメータが、前記カプセルに充填さ
れる生成物関連データを含むことを特徴とする、請求項１から６の一項に記載の装置。
【請求項８】
  上側カプセル部および下側カプセル部から構成されるカプセルに充填するための方法で
あって、１つのカプセルごとに複数のカプセル収容部を各々が有する複数のカプセルホル
ダ（２２）がその円周上に設けられたコンベヤホイール（２０）が、循環式に回転され、
前記コンベヤホイールが、停止時間および移動時間を交互に通過し、それにより、前記カ
プセルホルダ（２２）は、搬送通路に沿って配設された複数のプロセスステーションに沿
って循環式に移動し、前記プロセスステーションが、充填されるカプセルを前記カプセル
収容部に供給するための少なくとも１つの供給ステーションと、前記上側カプセル部を前
記下側カプセル部から切り離すことによって、充填される前記カプセルを開封するための
少なくとも１つの開封ステーションと、中に充填される材料を前記下側カプセル部に充填
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するための少なくとも１つの充填ステーションと、前記上側カプセル部を前記下側カプセ
ル部に連結することによって、前記充填されたカプセルを閉鎖するための少なくとも１つ
の閉鎖ステーションと、前記充填されたカプセルを排出するための少なくとも１つの排出
ステーションとを備える、方法において、
  前記カプセルに充填することに関連する生産パラメータにおける変更の発生時、前記コ
ンベヤホイールの停止時間と移動時間の間の少なくとも１つの比ならびに少なくとも１つ
のプロセスステーションの少なくともドライブ速度およびストロークが変更され、前記カ
プセルに充填することに関連する複数のセットの生産パラメータが制御装置のメモリー内
に記憶され、前記制御装置が、生産パラメータの1つのセットを選択した後、前記コンべ
イヤホイールの停止時間と移動時間の少なくとも１つの比および少なくとも１つのプロセ
スステーションの前記ドライブ速度と前記ストロークを変更することを特徴とする、方法
。
【請求項９】
  前記カプセルに充填することに関連する生産パラメータにおける変更の発生時、前記コ
ンベヤホイールの停止時間と移動時間の間の少なくとも１つの比ならびに複数のプロセス
ステーションの少なくともドライブ速度およびストロークが変更されることを特徴とする
、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
  前記カプセルに充填することに関連する前記生産パラメータが、前記カプセルに充填さ
れる生成物関連データを含むことを特徴とする、請求項８または９の一項に記載の方法。
【請求項１１】
  請求項１から７の一項に記載の装置を用いて実施されることを特徴とする、請求項８か
ら１０の一項に記載の方法。
【請求項１２】
  前記制御装置が、請求項８から１１の一項に記載の方法を実施するように構成されるこ
とを特徴とする、請求項１から７の一項に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、上側カプセル部および下側カプセル部から構成されるカプセルに充填するた
めの装置であって、複数のカプセルホルダがその円周上に設けられた、コンベヤホイール
であって、カプセルホルダのそれぞれが、１つのカプセルごとに複数のカプセル収容部を
有する、コンベヤホイールを備え、さらに、コンベヤホイールが循環式にそれによって回
転され得るコンベヤホイールドライブであって、コンベヤホイールが、停止時間および移
動時間を交互に通過し、それにより、カプセルホルダが、搬送通路に沿って循環式に移動
する、コンベヤホイールドライブを備え、また、搬送通路に沿って配設された複数のプロ
セスステーションであって、充填されるカプセルをカプセル収容部に供給するための少な
くとも１つの供給ステーションと、上側カプセル部を下側カプセル部から切り離すことに
よって、充填されるカプセルを開封するための少なくとも１つの開封ステーションと、中
に充填される材料を下側カプセル部に充填するための少なくとも１つの充填ステーション
と、上側カプセル部を下側カプセル部に連結することによって、充填されたカプセルを閉
鎖するための少なくとも１つの閉鎖ステーションと、充填されたカプセルを排出するため
の少なくとも１つの排出ステーションとを備える、プロセスステーションを備える、装置
に関する。
【０００２】
　本発明は、さらに、上側カプセル部および下側カプセル部から構成されるカプセルに充
填するための方法であって、１つのカプセルごとに複数のカプセル収容部を各々が有する
複数のカプセルホルダがその円周上に設けられたコンベヤホイールが、循環式に回転され
、コンベヤホイールは、停止時間および移動時間を交互に通過し、それにより、カプセル
ホルダは、搬送通路に沿って配設された複数のプロセスステーションに沿って循環式に移
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動し、プロセスステーションが、充填されるカプセルをカプセル収容部に供給するための
少なくとも１つの供給ステーションと、上側カプセル部を下側カプセル部から切り離すこ
とによって、充填されるカプセルを開封するための少なくとも１つの開封ステーションと
、中に充填される材料を下側カプセル部に充填するための少なくとも１つの充填ステーシ
ョンと、上側カプセル部を下側カプセル部に連結することによって、充填されたカプセル
を閉鎖するための少なくとも１つの閉鎖ステーションと、充填されたカプセルを排出する
ための少なくとも１つの排出ステーションとを備える、方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　そのような循環型カプセル充填機械は、たとえば、充填されるカプセルを収容するため
の複数のカプセルホルダがその円周上に設けられる、回転テーブルとして構成されたコン
ベヤホイールを有する。コンベヤホイールドライブにより、コンベヤホイールは、コンベ
ヤホイールの円周に沿って配設された複数のプロセスステーションに沿って循環式に移動
され、カプセルホルダは、プロセスステーションを循環式に通過する。そのようなカプセ
ル充填機械は、回転機械と呼ばれるものを形成する。通常設けられるプロセスステーショ
ンは、充填されるカプセルを供給するための少なくとも１つの供給ステーションと、上側
および下側のカプセル部を切り離すことによって、充填されるカプセルを開封するための
少なくとも１つの開封ステーションと、それぞれの材料を下側カプセル部に充填するため
の１つまたは複数の充填ステーションと、少なくとも１つのカプセル閉鎖ステーションと
、少なくとも１つのカプセル排出ステーションとを含む。さらに、１つまたは複数の未使
用ステーションが、プロセスステーションを後で付加するために設けられ得る。
【０００４】
　カプセルホルダをプロセスステーションからプロセスステーションに循環搬送する間、
コンベヤホイールは、停止時間および移動時間を通過する。区別が、割り出し時間と保持
時間の間になされる。割り出し時間は、その間、カプセルホルダが、１つのプロセスステ
ーションから次のプロセスステーションに移動される時間を規定する。この時間は、コン
ベヤホイールの移動時間によって予め決定される。保持時間は、その間、カプセルホルダ
が、それぞれの加工を実施するためにそれぞれのプロセスステーションに保持される時間
を規定する。この時間は、コンベヤホイールの停止時間によって予め決定される。
【０００５】
　特許文献１から、カプセルに充填しこれを閉鎖するための機械が、知られており、この
機械内では、コンベヤホイールは、サーボモータとして構成されたドライブによって駆動
される。このやり方では、搬送通路および搬送方向は、調査目的で、搬送サイクル中に可
変式に調整可能であると想定される。ここでの目的は、機械のドライブの数を最大限に低
減することである。特許文献２から、カプセルに充填するための装置が知られており、こ
の装置内では、充填装置は、独立した置き換え可能なモジュールとして構造化される。こ
のやり方では、機械の柔軟性が、向上されると想定される。モジュールとして構成された
充填装置は、それ自体のドライブを有し、作動のための機械に機械的に結合され、それに
よって、循環型生産プロセスに組み込まれる。
【０００６】
　カプセルホルダの循環型移動は、通常、コンベヤホイールドライブによって駆動される
、割り出しギア機構によって実施される。割り出しギア機構は、コンベヤホイールドライ
ブの回転の一定速度を割り出し移動に、そしてそれによって割り出しおよび保持の時間に
変換する。割り出しギア機構では、割り出しおよび保持の時間の移動順序は、適切なカム
によって機械的に確立される。割り出しギア機構を駆動するコンベヤホイールドライブの
電気モータは、その回転の各々の間、割り出しギア機構によってサイクルを生成し、特に
、このサイクルは、カム配置の対応する割り出し角度および保持角度を通過する。
【０００７】
　割り出しギア機構の動力取出装置は、ドライブが割り出し角度を通過するときに移動ス
テップを実施し、ドライブが保持角度を通過するときに静止する。保持および割り出しの



(5) JP 6238458 B2 2017.11.29

10

20

30

40

50

時間は、したがって、割り出しギア機構内で機械的に実施される保持および割り出しの角
度によって確立され、それにしたがって、基本的には、割り出しギア機構の設計にしたが
って固定された比にある。通常、コンベヤホイールドライブに結合された、プロセスステ
ーション内の移動順序を制御するための１つの機械的カムディスクが、プロセスステーシ
ョンごとに設けられる。したがって、たとえば、コンベヤホイールドライブが、異なる回
転速度で作動される場合、これは、プロセスステーションのサイクル計数およびそれぞれ
の変位移動の速度をそれにしたがって変更する。
【０００８】
　時に、生産の理由のために、たとえば個々のプロセスステーションの保持時間を延長す
ることが必要である。たとえば、カプセル内に充填される材料に応じて、より長い充填時
間および／またはより長い閉鎖時間、したがってカプセルのより遅い充填またはより遅い
閉鎖が必要になり得る。たとえば、カプセルに微粒子粉末を充填するとき、粉末が、望ま
しくないことに、閉鎖の経過中に変位された空気によってカプセルからずらされないこと
を確実するために、閉鎖中、注意が払われなければならない。これは、充填が、すでにプ
レスされたペレットまたはタブレットを用いて行われるときはそれほど重要ではない。ま
た、カプセルのそれぞれの材料および充填度合いに応じて、粉末がカプセルからこぼれる
ことを防止するために、すでに充填された下側カプセル部が、早く移動しすぎないことを
確実するために注意が払われなければならない。
【０００９】
　保持時間と割り出し時間の間の、説明されたような堅固な比により、割り出しギア機構
を駆動するコンベヤホイールドライブは、たとえば、より遅い充填が必要である場合、よ
り遅く作動されなければならず、それにより、装置の生産は全体として減速される。その
結果、保持および割り出しの時間から構成された合計サイクル時間は、延長される。最も
遅いプロセスステーションは、それにしたがって、機械の合計生産速度を決定する。
【００１０】
　現況技術において設けられたコンベヤホイールドライブとプロセスステーションとの間
の、割り出しギア機構および機械的カムディスクによる機械的結合はまた、機械の取り付
けおよび設置に関して欠点をもたらす。たとえば、ドライブトレインの結合のため、すべ
ての機械的カムディスクは、互いにおよびコンベヤホイールと、複雑な方法で機械的に調
和され、位置合わせされなければならない。機械の一連の設置の間、プロセスステーショ
ンの移動は、コンベヤホイールも移動している場合にのみ行うことができる。単一のプロ
セスステーションは、それ自体移動および調整することはできない。機械的カムディスク
は、これらが設計された後、生産パラメータの変更、たとえば個々のプロセスステーショ
ンの回転の異なる速度、加速、またはストロークの変更に適合させることはできない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】独国特許出願公開第１０２０１００４０５０５Ａ１号明細書
【特許文献２】欧州特許第１５１２６３２Ｂ１号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　説明したような現況技術から進めて、本発明は、現況技術と比較して、より効率的にお
よびより柔軟にカプセルに充填することが可能である、最初に述べられたタイプの装置お
よび方法を利用可能にする課題に基づく。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明は、独立請求項１および８の目的によってこの課題を達成する。有利な実施形態
は、従属請求項、説明、および図において見出される。
【００１４】
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　最初に述べられたタイプの装置に関して、本発明は、コンベヤホイールの停止時間と移
動時間の間の比が、コンベヤホイールドライブによって可変式に調整可能であり、プロセ
スステーションの少なくとも１つが、その作動のための、コンベヤホイールドライブから
独立して制御され得る少なくとも１つのドライブを有し、そして、制御装置であって、コ
ンベヤホイールの停止時間と移動時間の間の比の可変の調整のためにコンベヤホイールド
ライブを制御するように構成され、ならびに／または別個のドライブを有する少なくとも
１つのプロセスステーションの少なくともドライブ速度および／またはストローク（たと
えば閉鎖ストローク）を、コンベヤホイールドライブから独立して制御するように構成さ
れる、制御装置が設けられることで課題を達成する。
【００１５】
　特に、複数のプロセスステーション、好ましくはプロセスステーションの各々が、少な
くとも１つの別個のドライブを有し、制御装置は、コンベヤホイールドライブを、コンベ
ヤホイールの停止時間と移動時間の間の比の可変式の調整のために制御するように構成さ
れ、ならびに／または複数のプロセスステーション、好ましくは各々のプロセスステーシ
ョンの少なくともドライブ速度および／またはストロークを、コンベヤホイールドライブ
から独立して制御するように構成されることがもたらされ得る。
【００１６】
　本発明による装置では、コンベヤホイールドライブとプロセスステーションの間のイン
ターフェースとしての機械的カムディスクは、少なくとも独自のドライブが装備されたプ
ロセスステーション（複数可）に関して除去される。その代わり、プロセスステーション
の１つまたは複数には、コンベヤホイールドライブから独立して制御され得るドライブが
装備され、それにより、この点において、類似の電気的カムディスクが設けられる。した
がって、現況技術とは対照的に、ドライブの数を低減するための試みはなされない。これ
とは反対に、ドライブの数は、装置の生産性を定常の生産プロセス中に向上させるために
意図的に増大される。プロセスステーションのドライブは、少なくともそのドライブ速度
および／またはそのストロークに関して、コンベヤホイールドライブ、特にコンベヤホイ
ールドライブのドライブ速度から独立して制御され得る。ストロークの変化は、ストロー
ク速度および／またはストローク通路の変更に関連することができる。プロセスステーシ
ョンのドライブは、コンベヤホイールドライブと同期して、規定されたやり方で移動され
るが、個々に調整可能である。これに関連して、コンベヤホイールドライブから独立して
制御され得るドライブが、複数の、特にさらにはすべてのプロセスステーションをも制御
することが可能なだけではない。さらに、１つまたは複数のプロセスステーションが、コ
ンベヤホイールドライブから独立して制御され得る個々のドライブを有することも可能で
ある。
【００１７】
　さらに、本発明により、コンベヤホイールの停止時間および移動時間がそれによって可
変式に調整され得るコンベヤホイールドライブが、提供される。この方法では、本発明に
より、現況技術において通常存在する保持時間と割り出し時間の間の堅固な比は、解消さ
れる。保持時間および割り出し時間は、互いから結合解除され、的を絞った柔軟なやり方
で規定および設定され得る。説明したように、コンベヤホイールドライブは、たとえば、
割り出し時間中、回転テーブルとして構成されたコンベヤホイールを加速させ、ブレーキ
をかけ、それにより、カプセルホルダは、割り出し時間中、１つのプロセスステーション
から次のプロセスステーションに移動される。
【００１８】
　したがって、すでに説明されたように、割り出し時間は、コンベヤホイールの移動時間
によって予め決定される。それとは対照的に、保持時間中、コンベヤホイールドライブは
、コンベヤホイールを適所に保持する。保持時間は、したがって、これもまたすでに説明
されたように、コンベヤホイールの停止時間によって予め決定される。コンベヤホイール
ドライブまたはコンベヤホイールドライブの電気モータは、したがって、特に、循環型移
動を実施するために連続的に回転しない。コンベヤホイールドライブは、コンベヤホイー
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ルが、一方の回転方向のみ回転するようなやり方で構造化され得る。コンベヤホイールド
ライブは、さらに、すべてのプロセスステーションに近付くためにコンベヤホイールを回
転させるようなやり方で構造化され得る。
【００１９】
　コンベヤホイールの停止時間と移動時間の比は、したがって、本発明によって変更され
得る。代替的にまたは追加的に、少なくとも１つの別個のドライブが装備された１つまた
は複数のプロセスステーションは、保持時間中、コンベヤホイールドライブから独立して
駆動可能であり、特に異なる速度で作動可能である。割り出し角度および保持角度の機械
的概念に適用されることにより、したがって、割り出し角度だけではなく保持角度もまた
、本発明により、異なる速度において横断され得る。これに関連して、少なくとも１つの
別個のドライブを有するプロセスステーション（複数可）の変位通路が、制御装置によっ
て、コンベヤホイールドライブから独立して制御され得ることが引き続き可能である。特
に、変位通路は、コンベヤホイールドライブの変位通路から独立して制御され得る。これ
は、たとえば、プロセスステーションのそれぞれのストロークに関連し、このストローク
は、コンベヤホイールドライブから独立して、それぞれの用途の場合に的を絞ったやり方
で、柔軟に調整され得る。
【００２０】
　本発明による方法を参照すれば、本発明は、カプセルに充填することに関連する生産パ
ラメータにおける変更が起こるとき、コンベヤホイールの停止時間と移動時間の間の比が
変更され、ならびに／または少なくとも１つのプロセスステーションの少なくともドライ
ブ速度および／またはストロークが変更されることで、上記で述べられた課題を達成する
。これに関連して、カプセルに充填することに関連する生産パラメータにおける変更の発
生時、コンベヤホイールの停止時間と移動時間の間の比が変更され、ならびに／または複
数のプロセスステーションの少なくともドライブ速度および／またはストロークが変更さ
れることがもたらされ得る。
【００２１】
　本発明による装置の対応する別の実施形態を参照すれば、制御装置は、カプセルに充填
することに関連する生産パラメータにおける変更の発生時、コンベヤホイールの停止時間
と移動時間の間の比を変更するように、ならびに／または少なくとも１つのプロセスステ
ーションのドライブ速度および／またはストロークを少なくとも変更するように構成され
得る。
【００２２】
　カプセルに充填することに関連する生産パラメータは、特に、カプセルに充填される生
成物を含むことができる。本発明は、たとえば、充填されるそれぞれの生成物、充填され
るそれぞれの生成物量、および／またはそれぞれの充填されたカプセルなどのそれぞれの
生産パラメータに柔軟に適合することを可能にする。割り出しおよび保持の時間の適切な
設定により、生成物の損失が最小化され、充填品質が改良され得る。割り出しおよび保持
の時間の柔軟な適合、それによるサイクル時間の個々の最適化により、より効率的な作動
、したがってパフォーマンスの向上が、簡易化された運用で達成される。
【００２３】
　コンベヤホイールドライブから独立して制御され得るプロセスステーションのドライブ
は、多様な移動順序および移動曲線を可能にし、それにより、それぞれのプロセスステー
ションは、最適に調整され得る。生産性が向上される。これはまた、プロセスの信頼性に
おいても言える。たとえば、切り離されなかったカプセルは、最適な速度で常に排出され
る。たとえば、カプセルを閉鎖するときのカプセル上の機械的応力は、低減され得る。プ
ロセスステーションの機械的調整は、もはや必要ではなく、その理由は、プロセスステー
ションは、それぞれの設定ドライブによって個々に調整可能であるためである。
【００２４】
　カプセルに充填することに関連する生産パラメータの複数の組が、制御装置のメモリ内
に記憶可能であり、制御装置は、生産パラメータの組の手動または自動の選択後、コンベ
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ヤホイールの停止時間と移動時間の間の比を変更し、ならびに／または少なくとも１つの
プロセスステーションのドライブ速度および／またはストロークを少なくとも変更する。
この目的のために、制御装置は、たとえば、充填される異なるカプセルおよび／または充
填される異なる材料および／または充填される異なる生成物量などの生産パラメータの異
なる組が保存されるメモリ装置を備えることができる。生産パラメータの組はそれぞれ、
コンベヤホイールドライブおよびプロセスステーションのドライブの、特にそのそれぞれ
のサイクル周期、ドライブ速度、そのストロークおよび／変位通路に関する制御初期値を
含むことができる。たとえば、ユーザによる入力に応じて、制御装置は、次いで、各々の
場合において適切な生産パラメータの組を選択することができる。このとき、適切な生産
パラメータの広範な自動設定が行われる。
【００２５】
　本発明による装置の設置もまた簡易化される。プロセスステーションの１つまたは複数
のドライブをコンベヤホイールドライブからおよび互いからも結合解除することにより、
当該のプロセスステーションは、設置作動中、コンベヤホイールまたは他のプロセスステ
ーションから独立して移動され得る。その結果、設定は、簡単で、的を絞ったやり方、た
とえば開封ステーション内で切り離されなかったカプセルの吸引による除去においてなさ
れ確認され得る。また、プロセスステーションが、プロセス全体の一部として、順々にオ
ンにされることで、低速の起動を設置作動中に行うことができる。プロセスステーション
の個々の制御性はまた、補修および保全の簡易化も提供し、その理由は、個々のプロセス
ステーションの任意の所望の位置に、たとえば補修または保全目的で近付くことができる
ためである。
【００２６】
　本発明による装置では、基本的には、１つまたは複数の未使用のステーションが、プロ
セスステーションのその後の追加のために設けられ得る。また、該当する場合、異なる材
料をカプセルに充填するための複数の充填ステーションも、設けられ得る。さらに、当然
ながら、装置のプロセスステーションが、互いに組み合わされることが可能である。たと
えば、組み合わせされた供給および開封ステーションを設けることができ、この中では、
充填されるカプセルは、カプセル収容部に通され、上側カプセル部を下側カプセル部から
切り離すことによって開封される。
【００２７】
　プロセスステーションの１つまたは複数はまた、複数のドライブを有することもでき、
ドライブのすべては、コンベヤホイールドライブから独立して制御され得る。カプセルホ
ルダはそれぞれ、カプセル収容部の第１および第２の列を有することができる。そのため
、カプセルをカプセルホルダのカプセル収容部の両方の列に供給するように構成された１
つだけの供給ステーションを設けることが可能である。しかし、２つの供給ステーション
を設けることも可能であり、その１つはカプセルを第１の列に供給し、１つはカプセルを
第２の列に供給する。さらに、少なくとも１つの排出ステーション内に排出されたカプセ
ルがそこに通されるようなやり方で配設された少なくとも１つの収集装置が、設けられ得
る。さらに、少なくとも１つの試験装置が、プロセスステーション内で充填されたカプセ
ルを試験するために設けられ得る。
【００２８】
　また、前後に配設された少なくとも２つの通路セクションが、搬送通路に沿って形成さ
れ、このとき前後に配設されたプロセスステーションの第１のステーショングループは、
第１の通路セクションに沿って設けられ、このとき前後に配設されたプロセスステーショ
ンの少なくとも１つの別のステーショングループは、少なくとも１つの別の通路セクショ
ンに沿って設けられることがもたらされ得る。ステーショングループの各々は、そのため
、充填されるカプセルをカプセル収容部に供給するための少なくとも１つの供給ステーシ
ョンと、上側カプセル部を下側カプセル部から切り離すことによって、充填されるカプセ
ルを開封するための少なくとも１つの開封ステーションと、中に充填される材料を下側カ
プセル部に充填するための少なくとも１つの充填ステーションと、上側カプセル部を下側
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カプセル部に連結することによって、充填されたカプセルを閉鎖するための少なくとも１
つの閉鎖ステーションと、充填されたカプセルを排出するための少なくとも１つの排出ス
テーションとを備えることができる。これは、したがって、複数回転ユニット、特に二重
回転ユニットと呼ばれるものになることができる。
【００２９】
　コンベヤホイールドライブは、コンベヤホイールを、ギア機構によって回転式に駆動す
るサーボモータを備える、サーボドライブになることができる。また、コンベヤホイール
ドライブが、ダイレクトドライブ、特にトルクドライブであることも可能である。この場
合、コンベヤホイールドライブは、したがって、ギア機構を有さずにコンベヤホイール上
に作用する。ドライブのいずれのタイプも、コンベヤホイールの非連続ドライブ、換言す
れば、割り出し時間中の変位および保持時間中の停止に特に適しており、コンベヤホイー
ルの移動時間および停止時間の可変の調整可能性を提供する。プロセスステーションのド
ライブは、基本的には、サーボドライブ、ダイレクトドライブ、線形ドライブなどの群か
ら選択され得る。これらの変形形態により、本質的に所望のいろいろな割り出しおよび保
持の時間が、実施され得る。
【００３０】
　可能な限りコンパクトな構成の意味では、少なくとも１つの排出ステーションは、良好
なカプセルを不良カプセルから分離するための装置を備えることができる。
【００３１】
　本発明による方法は、本発明による装置によって実施され得る。同様に、本発明による
装置は、本発明による方法を実施するのに適し得る。
【００３２】
　本発明の例示的な実施形態が、図を用いて以下により詳細に説明される。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】上側カプセル部および下側カプセル部から構成されるカプセルに充填するための
装置の非常に概略的な上面図である。
【図２】上側カプセル部および下側カプセル部から構成されるカプセルに充填するための
装置における生産サイクルの図である。
【図３】上側カプセル部および下側カプセル部から構成されるカプセルに充填するための
装置における生産サイクルの別の図を用いた、本発明による方法の説明図である。
【図４】上側カプセル部および下側カプセル部から構成されるカプセルに充填するための
装置における生産サイクルの別の図である。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　別途示さない限り、図内の同じ参照記号は、同じ対象物を指す。図１に示す本発明によ
る装置は、図示する例では円形回転テーブルとして構造化される、コンベヤホイール２０
を備える。複数のカプセルホルダ２２が、コンベヤホイール２０の円周に沿って配設され
、コンベヤホイールによって保持される。カプセルホルダ２２はそれぞれ、１つのカプセ
ルごとに２列のカプセル収容部を有する。たとえばトルクドライブを備える、詳細には示
さないコンベヤホイールドライブにより、コンベヤホイール２０は、循環式に時計周り方
向に回転され、これは、図１に示す例では、矢印２４によって示される。これに関連して
、カプセルホルダ２２は、基本的に知られているように、搬送通路に沿って異なるプロセ
スステーションを通り抜けて循環式に移動される。
【００３５】
　プロセスステーションは、図１では０１から１２の番号で番号付けされ、部分的にかつ
極めて概略的にしか示されない。ステーション０１および０２は、供給ステーションであ
り、この供給ステーション内では、充填される事前閉鎖されたカプセル２６が、カプセル
収容部２２の第１または第２の列に通される。ステーション０３は、開封ステーションで
あり、この開封ステーション内では、充填されるカプセルが、上側カプセル部を下側カプ
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セル部から切り離すことによって開封される。ここでは、ステーション０４は、未使用ス
テーションである。しかし、開封ステーションが、プロセスステーション０４によって形
成され、プロセスステーション０３が未使用のステーションでも可能である。
【００３６】
　プロセスステーション０５、０６、および０７は、充填ステーションになることができ
、この充填ステーション内では、下側カプセル部が、充填される材料で充填される。これ
は、図１の充填ホイール２８によって例として示される。ここでもまた、プロセスステー
ション０５、０６、および０７の１つまたは２つが、未使用ステーションであることが可
能である。プロセスステーション０８は、未使用ステーションになることができ、または
開封ステーションにおいて開封されなかったカプセルを、プロセスステーション０８内に
排出することができる。
【００３７】
　プロセスステーション０５、０６、０７、および０８では、下側カプセル部をカプセル
の開封状態で運ぶカプセルホルダ２２と共に、径方向にさらに内方向に配設された、上側
カプセル部を保持するためのカプセルホルダ３０が示される。プロセスステーション０９
は、閉鎖ステーションであり、この閉鎖ステーション内では、充填されたカプセルは、上
側カプセル部を下側カプセル部に連結することによって閉鎖される。プロセスステーショ
ン１０および１１はそれぞれ、排出ステーションである。たとえば、不良カプセルが、プ
ロセスステーション１０内に排出可能であり、良好なカプセルがプロセスステーション１
１内に排出可能である。その区別は、１つまたは複数の試験装置を用いてなされる。
【００３８】
　プロセスステーション１２は、未使用ステーションになることができ、またはたとえば
、カプセル２２が、存在し得るあらゆる生成物残留物を除去するために洗浄される洗浄ス
テーションになることができる。本発明により、プロセスステーションの各々は、少なく
とも１つの別個のドライブを有する。さらに、制御装置が設けられ、この制御装置により
、プロセスステーションのドライブの少なくともドライブ速度および変位通路が、コンベ
ヤホイールドライブから独立して制御され得る。
【００３９】
　図２から４を用いて、本発明による制御器の変形形態が説明される。図２では、充填さ
れるカプセルのための経時的な生産サイクルが、非常に概略的に示され簡易化される。白
色範囲はそれぞれ保持時間を示し、この保持時間中、コンベヤホイール２０は、停止して
おり、プロセスステーションは、そのそれぞれの活動を実施するように駆動される。黒色
範囲はそれぞれ、割り出し時間を示し、この割り出し時間中、コンベヤホイール２０は、
カプセルホルダ２２を１つのプロセスステーションから次のプロセスステーションに移動
させるためにさらに回転される。図２では、保持時間および割り出し時間は、行われるプ
ロセスステップ、すなわち供給および開封するステップ（供給／開封）、カプセルに充填
するステップ（充填）、カプセルを閉鎖するステップ（閉鎖）、およびカプセルを排出す
るステップ（排出）の例として示される。割り出し時間は、ｔＴで示され、一方でたとえ
ばカプセルに充填するための保持時間は、ｔＦで示される。保持および割り出しの時間は
、従来の装置では１プロセスにつき１回、固定されたやり方で設定され、そのため、その
比に関しては常に同じである。
【００４０】
　充填プロセスを用いて、本発明による保持および割り出しの時間の結合解除が、どのよ
うにして生産時間を短縮することができるかが図３に示される。ここで、「固定された変
速相関」セクションでは、図２に示す充填時間ｔＦと割り出し時間ｔＴの間の固定された
比が示される。「可変の変速相関」エリアでは、充填時間ｔＦが同じままでありながら、
充填ステーションから閉鎖ステーションまでのさらなる輸送のための短縮された割り出し
時間ｔＴ＊が、どのように設定されるかが示される。これは、たとえば、充填される生成
物の変更によって行われ得る。この例を用いて、充填における時間節約が明白であり、こ
れは、図３においてΔ充填で示される。同様に、当然ながら、充填時間ｔＦを、たとえば
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これを割り出し時間からさらに独立して延長するために、それぞれの生産パラメータの関
数として変更することも可能である。
【００４１】
　図４は、一例として、別の変形形態を用いた、本発明による割り出しおよび保持の時間
の結合解除を示す。ここでも、図２に示す生産サイクルは、「固定された変速相関」セク
ションに示される。「可変の変速相関」セクション内では、プロセスステーション間の割
り出し時間は、適切なやり方で変更されており、特に短縮されており、このとき個々のプ
ロセスステーションの保持時間は同じままである。その結果、時間節約が生産サイクルに
おいて発生し、これは、図４ではΔ合計で示される。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】
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